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す
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又
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又
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戦
傷
病
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特
別
援
護
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の

う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩

給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
又
は
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の 

                                

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

               

三 

療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
重
度
の
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
重
度
知
的
障

害
者
」
と
い
う
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
重
度
知
的
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
又
は
当
該
重

度
知
的
障
害
者
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
重
度
知
的

障
害
者
の
通
学
、
通
院
、
通
所
又
は
生
業
の
た
め
に
運
転
す
る
場
合
に
限
る
。 

 

四 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一

級
の
障
害
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
精
神
通
院
医
療
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
一
級
精
神
障
害
者
」

と
い
う
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
一
級
精
神
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
又
は
当
該
一
級
精
神

障
害
者
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
専
ら
当
該
一
級
精
神
障
害
者

の
通
学
、
通
院
、
通
所
又
は
生
業
の
た
め
に
運
転
す
る
場
合
に
限
る
。 

第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
種
別
割
の
」
を
「
自
動
車
税
の
」
に
、
「
自
動
車
税
（
種
別 

割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

前
項
本
文
の
受
理
印
の
押
印
に
つ
い
て
、
当
該
手
帳
の
余
白
に
受
理
印
を
押
す
こ
と
が
困
難
で

あ
る
場
合
は
、
受
理
印
の
押
印
に
代
え
て
、
知
事
が
定
め
る
方
法
に
よ
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
条
例
第
百
六
十
三
条
第
一
項
の
身
体
障
害
者
等
の
範
囲
等
） 

第
四
十
四
条
の
三
の
二 

条
例
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
等
は
、
次
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。 

 

一 

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
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肝
臓
機
能
障
害 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障

害 小
腸
の
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の

機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

腎
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進

行
性
脳
病
変
に
よ
る
運

動
機
能
障
害 

上
肢
機
能 

移
動
機
能 

体
幹
不
自
由 

下
肢
不
自
由 

上
肢
不
自
由 

音
声
機
能
障
害 

平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
障
害 

視
覚
障
害 

障
害
の
区
分 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級 

一
級
及
び
三
級 

一
級
及
び
三
級 

一
級
及
び
三
級 

一
級
及
び
三
級 

一
級
及
び
三
級 

   

一
級
及
び
二
級 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
五
級 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

一
級
及
び
二
級 

三
級
（
喉
頭
摘
出
に
よ
る
音
声
機
能
障
害
が
あ
る
場
合
に
限

る
。
） 

三
級 

二
級
及
び
三
級 

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級 

障
害
の
級
別 

 

注 

戦
傷
病
者
手
帳
の
等
級
欄
に 

と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
の
第
七
項
症
は
第
一
款

症
と
、
第
一
款
症
は
第
二
款
症
と
、
第
二
款
症
は
第
三
款
症
と
、
第
三
款
症
は
第
四

款
症
と
、
第
四
款
症
は
第
五
款
症
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
こ
と
。 

肝
臓
機
能
障
害 

小
腸
の
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
の
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

腎
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

体
幹
不
自
由 

下
肢
不
自
由 

上
肢
不
自
由 

音
声
機
能
障
害 

平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
障
害 

視
覚
障
害 

障
害
の
区
分 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第

三
款
症
ま
で
の
各
款
症 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第

三
款
症
ま
で
の
各
款
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項
症
（
喉
頭
摘
出
に
よ
る
音

声
機
能
障
害
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症 

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度 

 

注 

戦
傷
病
者
手
帳
の
等
級
欄
に 

と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
の
第
七
項
症
は
第
一
款

症
と
、
第
一
款
症
は
第
二
款
症
と
、
第
二
款
症
は
第
三
款
症
と
、
第
三
款
症
は
第
四

款
症
と
、
第
四
款
症
は
第
五
款
症
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
こ
と
。 

肝
臓
機
能
障
害 

小
腸
の
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
の
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

腎
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

体
幹
不
自
由 

下
肢
不
自
由 

上
肢
不
自
由 

音
声
機
能
障
害 

平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
障
害 

視
覚
障
害 

障
害
の
区
分 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第

三
款
症
ま
で
の
各
款
症 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第

三
款
症
ま
で
の
各
款
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項
症
（
喉
頭
摘
出
に
よ
る
音

声
機
能
障
害
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症 

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度 

 

掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害

を
有
す
る
も
の 

 
 
 

 

                                 

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の

う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩

給
法
別
表
第
一
号
表
ノ
二
又
は
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る
重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度

に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の 

 
 
 

 

                            

三 

重
度
知
的
障
害
者 

 

四 

一
級
精
神
障
害
者 

２ 

条
例
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
専
ら
供
す
る
た
め

の
自
動
車
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
装
置
を
装
着
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
一 

車
椅
子
の
昇
降
装
置 

 
二 
車
椅
子
の
固
定
装
置 

 

三 
浴
槽 

 

四 

超
低
床
型
バ
ス
（
床
面
の
高
さ
が
空
車
状
態
に
お
い
て
三
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、

か
つ
、
全
て
の
乗
降
口
に
踏
み
段
が
な
く
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
乗
降
口
の
幅
が
十
分
に
広
い

バ
ス
を
い
う
。
）
に
係
る
ス
ロ
ー
プ
板
及
び
車
高
調
整
装
置 

 

五 

そ
の
他
身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
特
別
の
装
置 

 

第
四
十
四
条
の
四
の
見
出
し
中
「
種
別
割
に
」
を
「
自
動
車
税
に
」
に
改
め
、
同
条
中
「
種
別
割
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第
五
十
七
号
の
四

の
二
様
式 

削
除 

 

 

第
五
十
七
号
の
七

様
式 

削
除 

 

 

第
百
三
号
様
式
か

ら
第
百
十
一
号
様

式
ま
で 

削
除 

 

 

第
百
十
三
号
様
式 

第
百
十
二
号
様
式 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
申
請
書
（
精
神
障

害
者
に
係
る
自
動

車
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
申
請
書
（
身
体
障

害
者
・
戦
傷
病
者
・

知
的
障
害
者
に
係
る

自
動
車
） 

条
例
第
百
四
十
七

条
の
十
九
第
二
項 

条
例
第
百
六
十
二

条
第
二
項 

 

第
百
十
三
号
様
式 

第
百
十
二
号
様
式 

自
動
車
税
減
免
申
請

書
（
精
神
障
害
者
に

係
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
減
免
申
請

書
（
身
体
障
害
者
・

戦
傷
病
者
・
知
的
障

害
者
に
係
る
自
動

車
） 

条
例
第
百
六
十
二

条
第
二
項 

 

第
百
十
三
号
様
式 

第
百
十
二
号
様
式 

自
動
車
税
減
免
申
請

書
（
精
神
障
害
者
に

係
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
減
免
申
請

書
（
身
体
障
害
者
・

戦
傷
病
者
・
知
的
障

害
者
に
係
る
自
動

車
） 

条
例
第
百
六
十
二

条
第
二
項 

 

第
百
十
五
号
の
二

様
式 

第
百
十
五
号
様
式 

第
百
十
四
号
の
五

様
式 

第
百
十
四
号
の
四

様
式 

第
百
十
四
号
の
三

様
式 

第
百
十
四
号
の
二

様
式 

第
百
十
四
号
様
式 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
精

神
障
害
者
に
係
る
自

動

車

）

（

手

処

理

用
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
身

体
障
害
者
・
戦
傷
病

者
・
知
的
障
害
者
に

係
る
自
動
車
）
（
手

処
理
用
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免

不

承

認

通

知

書

（
身
体
障
害
者
等
の

利
用
に
供
す
る
自
動

車
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免

不

承

認

通

知

書

（
身
体
障
害
者
等
に

係
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
身

体
障
害
者
等
の
利
用

に
供
す
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
精

神
障
害
者
に
係
る
自

動
車
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
身

体
障
害
者
・
戦
傷
病

者
・
知
的
障
害
者
に

係
る
自
動
車
） 

第
四
十
二
条
の
十

六 第
四
十
三
条 

 

に
」
を
「
自
動
車
税
に
」
に
、
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
四
条
の
五
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
種
別
割
」
を
「
自

動
車
税
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
四
条
の
六
を
削
る
。 

 

第
五
十
条
の
表
第
七
号
の
二
様
式
の
項
、
第
八
号
の
二
様
式
の
項
及
び
第
十
一
号
様
式
の
項
か
ら

第
十
一
号
の
三
様
式
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、

同
表
第
十
五
号
の
二
様
式
の
項
中
「
及
び
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」
を
削
り
、
同
表
第
十
六
号

の
三
様
式
の
項
か
ら
第
十
六
号
の
五
様
式
の
項
ま
で
、
第
四
十
四
号
の
二
様
式
の
項
、
第
四
十
九
号

の
五
様
式
の
項
、
第
四
十
九
号
の
六
様
式
の
項
、
第
五
十
号
の
四
様
式
の
項
及
び
第
五
十
号
の
五
様

式
の
項
中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
表
第
五
十
六
号
の
二
様
式
の

項
を
削
り
、
同
表
第
五
十
七
号
の
三
様
式
の
項
中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に

改
め
、
同
表
第
五
十
七
号
の
四
の
二
様
式
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

 

第
五
十
条
の
表
第
五
十
七
号
の
七
様
式
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 

 

第
五
十
条
の
表
第
百
三
号
様
式
の
項
か
ら
第
百
十
一
号
様
式
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
 

 

 

第
五
十
条
の
表
中 

「 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

 
 

 

 
 
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

三
号
の
二
様
式
の
項
中
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、

「
条
例
第
百
四
十
七
条
の
二
十
第
四
項
」
を
削
り
、
同
表
第
百
十
三
号
の
三
様
式
の
項
を
削
り
、
同

表
中 

「 

 
 

 

                  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

を 

         

に
改
め
、
同
表
第
百
十 
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第
百
十
五
号
の
二

様
式 

第
百
十
五
号
様
式 

第
百
十
四
号
の
五

様
式 

第
百
十
四
号
の
四

様
式 

第
百
十
四
号
の
三

様
式 

第
百
十
四
号
の
二

様
式 

第
百
十
四
号
様
式 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
精

神
障
害
者
に
係
る
自

動

車

）

（

手

処

理

用
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
身

体
障
害
者
・
戦
傷
病

者
・
知
的
障
害
者
に

係
る
自
動
車
）
（
手

処
理
用
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免

不

承

認

通

知

書

（
身
体
障
害
者
等
の

利
用
に
供
す
る
自
動

車
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免

不

承

認

通

知

書

（
身
体
障
害
者
等
に

係
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
身

体
障
害
者
等
の
利
用

に
供
す
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
精

神
障
害
者
に
係
る
自

動
車
） 

自
動
車
税
（
環
境
性

能
割
・
種
別
割
）
減

免
承
認
通
知
書
（
身

体
障
害
者
・
戦
傷
病

者
・
知
的
障
害
者
に

係
る
自
動
車
） 

第
四
十
二
条
の
十

六
第
四
十
三
条 

 

第
百
十
五
号
の
二

様
式 

第
百
十
五
号
様
式 

第
百
十
四
号
の
五

様
式 

第
百
十
四
号
の
四

様
式 

第
百
十
四
号
の
三

様
式 

第
百
十
四
号
の
二

様
式 

第
百
十
四
号
様
式 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
精
神
障
害

者
に
係
る
自
動
車
）

（
手
処
理
用
） 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
身
体
障
害

者
・
戦
傷
病
者
・
知

的
障
害
者
に
係
る
自

動

車

）

（

手

処

理

用
） 

自
動
車
税
減
免
不
承

認
通
知
書
（
身
体
障

害
者
等
の
利
用
に
供

す
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
減
免
不
承

認
通
知
書
（
身
体
障

害
者
等
に
係
る
自
動

車
） 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
身
体
障
害

者
等
の
利
用
に
供
す

る
自
動
車
） 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
精
神
障
害

者
に
係
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
身
体
障
害

者
・
戦
傷
病
者
・
知

的
障
害
者
に
係
る
自

動
車
） 

第
四
十
三
条 

 

第
百
十
五
号
の
二

様
式 

第
百
十
五
号
様
式 

第
百
十
四
号
の
五

様
式 

第
百
十
四
号
の
四

様
式 

第
百
十
四
号
の
三

様
式 

第
百
十
四
号
の
二

様
式 

第
百
十
四
号
様
式 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
精
神
障
害

者
に
係
る
自
動
車
）

（
手
処
理
用
） 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
身
体
障
害

者
・
戦
傷
病
者
・
知

的
障
害
者
に
係
る
自

動

車

）

（

手

処

理

用
） 

自
動
車
税
減
免
不
承

認
通
知
書
（
身
体
障

害
者
等
の
利
用
に
供

す
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
減
免
不
承

認
通
知
書
（
身
体
障

害
者
等
に
係
る
自
動

車
） 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
身
体
障
害

者
等
の
利
用
に
供
す

る
自
動
車
） 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
精
神
障
害

者
に
係
る
自
動
車
） 

自
動
車
税
減
免
承
認

通
知
書
（
身
体
障
害

者
・
戦
傷
病
者
・
知

的
障
害
者
に
係
る
自

動
車
） 

第
四
十
三
条 

 

第
百
十
五
号
の
三

様
式
及
び
第
百
十

五
号
の
三
の
二
様

式 

削
除 

 

 

第
百
十
七
号
の
二

の
二
様
式
か
ら
第

百
十
七
号
の
七
様

式
ま
で 

削
除 

 

 

            
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

 
 

 

               
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

に
改
め
、
同
表
第
百
十 

           

 
 

 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

五
号
の
三
様
式
の
項
及
び
第
百
十
五
号
の
三
の
二
様
式
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 

   

第
五
十
条
の
表
第
百
十
五
号
の
四
様
式
の
項
及
び
第
百
十
七
号
の
二
様
式
の
項
中
「
自
動
車
税

（
種
別
割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
表
第
百
十
七
号
の
二
の
二
様
式
か
ら
第
百
十
七
号
の

五
様
式
ま
で
の
項
か
ら
第
百
十
七
号
の
七
様
式
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 

    

第
五
十
条
の
表
第
百
十
七
号
の
二
十
五
様
式
の
項
中
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
一
条

第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
第
百
十
八
号
様
式
の
項
か
ら
第
百
二
十
一
号
様
式
の
項
ま
で
、
第
百
二
十

二
号
の
三
様
式
の
項
及
び
第
百
二
十
二
号
の
五
様
式
の
項
か
ら
第
百
二
十
三
号
様
式
の
項
ま
で
の
規

定
中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
二
様
式
の
項

中
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
口
座
振
替
用
・
集
合
納
付
用
・
窓
口
交
付

用
・
ペ
イ
ジ
ー
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
納
税
者
用
」
を
「
集
合
納
付

用
・
窓
口
交
付
用
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
五
様
式
の
項
中
「
第
百
四
十
七
条
の
十
五
第

一
項
」
を
「
第
百
五
十
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
四
項
中
「
種
別
割
」
」
を
「
自
動
車
税
」
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
号
の
二
様
式
及
び
第
八
号
の
二
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改

め
る
。 

 

第
九
号
様
式
中
「 

 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
号
様
式
中
「 

 
 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
号
様
式
中
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 

」
に
、
「 

 
 
 
 

」
を
「 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
号
の
二
様
式
及
び
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、 

「 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 

収
納
受
託
者

 
指
定
公
金
事
務
取
扱
者

 

附
則
第
２
２
項

 
附
則
第
２
１
条

 
収
納
受
託
者

 

金
事
務
取
扱
者

 
自
動
車
税
事
務
所
へ
送
付
す
る

 
自

動
車

税
事

務
所

へ
送

付
す

 

指
定
公

 

る
。

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 
収
納
受
託
者

 

定
公
金
事
務
取
扱
者

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車

 

税
 

指
 

 
な
お
、
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
納
税
さ
れ
た
場
合
、
納
税
証
明
書
を
６
月

上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

 

を
削
る
。 
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書
類

を
特

定
 

必
要

な
情

報
 

 

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

 

 

送
達

す
べ

き
 

す
る

た
め

に
 

 

送
達

す
 

 

情
報

 

 

送
達

す
べ

き
書

類
を

特
定

す
る

た
め

に
必

要
な

 

 

べ
き

書
類

の
名

称
 

 

 

第
十
一
号
の
三
様
式
中
「 

 
 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 
 

 

」
を 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
号
様
式
中
「 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 
第
十
五
号
の
二
様
式
中 

「 

 
 

 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 

第
十
六
号
様
式
中
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 
 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

 

第
十
六
号
の
二
様
式
中
「 

 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
号
の
三
様
式
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
号
の
四
様
式
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
号
の
五
様
式
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
号
の
七
様
式
中
「 

 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
号
様
式
中 

「 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 

第
十
七
号
の
二
様
式
中 

「 
 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

「 

 

第
四
十
四
号
様
式
中
「 

」
を
削
り
、 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

を 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」 

  
 
 

 
 

 
 
 

に
、
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

「 

第
四
十
四
号
の
二
様
式
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

  
 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 
 

」 

第
四
十
五
号
様
式
中
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 

 

」 

に
、
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

」
に
改
め
る
。 

第
四
十
九
号
様
式
中 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 
を
削
る
。 

第
四
十
九
号
の
五
様
式
、
第
四
十
九
号
の
六
様
式
、
第
五
十
号
の
四
様
式
、
第
五
十
号
の
五
様
式

及
び
第
五
十
五
号
様
式
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

第
五
十
六
号
の
二
様
式
を
削
る
。 

第
五
十
七
号
様
式
中
「 

 
 
 

 
 
 

 

」
を
削
る
。 

第
五
十
七
号
の
三
様
式
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

第
五
十
七
号
の
四
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 
収
納
受
託
者

 

収
納
受
託
者

 
指
定
公
金
事
務
取
扱
者

 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

 

２
 
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
の
納
付
書
（
更
正
又
は
決
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

は
、
こ
の
様
式
に
準
ず
る
。

 
こ
の
場
合
に
は
、
第
１
片
、
第
２
片
及
び
第
３
片
中
「
軽
油
引
取
税
」
と
あ
る
の
は

「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」
と
、
「
群
馬
県

 
 

 
 

 
 

 
事
務
所
」
と
あ
る
の

は
「
群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所
」
と
、
第
１
片
及
び
第
３
片
の
裏
面
注
意
事
項
１
中
「
行

政
県
税
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
税
事
務
所
」
と
す
る
。

 
３

 
こ
の
様
式
に
よ
る
納
入
（
付
）
書
に
よ
つ
て
納
入
（
付
）
を
受
け
た
場
合
の
各
片
の
処

理
要
領
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

２
 
こ
の
様
式
に
よ
る
納
入
（
付
）
書
に
よ
つ
て
納
入
（
付
）
を
受
け
た
場
合
の
各
片
の
処

理
要
領
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

自
動
車
税
（
種
別
割
及
び
環
境
性
能
割
）

 
自
動
車
税

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 

 

自
動

車
税

 

 

収
納
受
託
者

 
指
定
公
金
事
務
取
扱
者

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 
収
納
受
託
者

 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 
収
納
受
託
者

 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

 

収
納
受
託
者

 
指
定
公
金
事
務
取
扱
者

 

３
 
こ
の
様
式
に
よ
り
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
の
繰
上
徴
収
を
す
る
場
合
に
は
、
第
１

片
及
び
第
３
片
中
「
群
馬
県

 
 

 
事
務
所
長
」
と
あ
る
の
は
「
群
馬
県
自
動
車
税
事
務

所
長
」
と
、
第
１
片
及
び
第
３
片
の
裏
面
注
意
事
項
中
「
行
政
県
税
事
務
所
」
と
あ
る
の

は
「
自
動
車
税
事
務
所
」
と
、
「
当
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
税
事
務
所
」
と
し

て
使
用
す
る
。

 
４

 
こ
の
様
式
に
よ
る
告
知
書
に
よ
つ
て
納
付
（
入
）
を
受
け
た
場
合
の
各
片
の
処
理
要
領

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

３
 
こ
の
様
式
に
よ
る
告
知
書
に
よ
つ
て
納
付
（
入
）
を
受
け
た
場
合
の
各
片
の
処
理
要
領

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

３
 
こ
の
様
式
に
よ
り
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
の
繰
上
徴
収
を
す
る
場
合
に
は
、
第
１

片
及
び
第
３
片
の
裏
面
注
意
事
項
中
「
行
政
県
税
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
税
事

務
所
」
と
、
「
当
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
税
事
務
所
」
と
し
て
使
用
す
る
。

 
４

 
こ
の
様
式
に
よ
る
告
知
書
に
よ
つ
て
納
付
（
入
）
を
受
け
た
場
合
の
各
片
の
処
理
要
領

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 ３

 
こ
の
様
式
に
よ
る
告
知
書
に
よ
つ
て
納
付
（
入
）
を
受
け
た
場
合
の
各
片
の
処
理
要
領

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

印
 掲
示

 
公
示

 

掲
示

 
公
示

 
印
 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
に

 
自
動
車
税
に

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
又
は
旧
法
に
よ
る
自
動
車
税

 
自
動
車
税

 

３
 
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
の
督
促
状
は
、
こ
の
様
式
に
準
ず
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

 
表
面
中
「
群
馬
県

 
 

 
 

 
 
事
務
所
長
」
と
あ
る
の
は
「
群
馬
県
自
動
車
税
事
務

 
所
長
」
と
す
る
。

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 

、
支
払
金
融
機
関

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 

自
動
車
税

 

第
５
７
号
の
４
の
２
様
式

 
削
除
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（
別
表
Ⓖ
＋
Ⓖ

’
）

 
    

（
別
表

 
Ⓒ
）

 
 

（
別
表
Ⓑ
＋
Ⓑ

’
）

 
 

（
別
表

 
Ⓐ
）

 
 

（
別
表
Ⓗ
＋
Ⓗ

’
）

 
    

（
別
表

 
Ⓕ
）

 
 

（
別
表
Ⓔ
＋
Ⓔ

’
）

 
 

（
別
表

 
Ⓓ
）

 
 

 

       

       

 

減
免
を
受
け
よ
う

と
す
る
額

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

 

 

減
免
を
受

け
よ
う
と

す
る
額

 

 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
 

 

 
 
 

 
 

 
円

 

 
 
 

 
 

 
円

 

 

減
免
を
受

け
よ
う
と

す
る
額

 

 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

減
免
を
受
け
よ
う

と
す
る
額

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

 

 

 

第
五
十
七
号
の
四
の
三
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

「 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

第
五
十
七
号
の
五
様
式
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
削
る
。 

第
五
十
七
号
の
七
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

第
六
十
二
号
様
式
中 

「 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 

」
、
「 

」
、
「 

」
、
「 

」
、
「 

」
、
「 

 

」
、
「 

 

」
、
「 

 

」
及
び

「 
 

」
を
削
る
。 

 

第
百
三
号
様
式
か
ら
第
百
十
一
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

第
百
十
二
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に

改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 

」
に
、 

「 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 

」
に
、 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

を 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

第
百
十
三
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に

改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 

」
に
、 

「 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

 
 

 

第
５
７
号
の
７
様
式

 
削
除

 

を 

Ａ
 

Ｂ
 

Ｃ
 

Ｄ
 

Ｅ
 

Ｆ
 

Ｇ
 

Ｈ
 

Ｂ
’
 

Ｇ
’
 

Ｅ
’
 

Ｈ
’
 

に
改
め
、
「 

」
、
「 

」
、
「 

」
、 

第
１
０
３
号
様
式
か
ら
第
１
１
１
号
様
式
ま
で

 
削
除

 
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
減
免

 
自
動
車
税
減
免

 

第
１
４
７
条
の
１
９
第
２
項
又
は

 
（
環
境
性
能
割
及
び
種
別
割
）

 

自
動
車
税
の

 
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

 

を に
、 

県
国
保
援
護
課
長

 
県
地
域
福
祉
課
長

 

１
 
こ
の
申
請
書
は
、
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
に
あ
つ
て
は
自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
の
申
告
書
を
提
出
す
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
自
動
車
税
（
種
別
割
）
で
普
通
徴
収

の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
納
期
限
ま
で
に
、
自
動
車
税
（
種
別
割
）

で
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
自
動
車
税
証
紙
に
よ
り
そ
の

税
額
を
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
際
に
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

を 

１
 
こ
の
申
請
書
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
納
期
限
ま

で
に
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
自
動
車
税
証
紙
に
よ
り

そ
の
税
額
を
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
際
に
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

群
馬
県
健
康
福
祉
部
国
保
援
護
課
長

 
群
馬
県

 
 

 
保
健
福
祉
事
務
所
長

 
 
 
 

 
福

祉
事

務
所

長
 

 
 
 

 
町

村
長

 

群
馬
県
健
康
福
祉
部
地
域
福
祉
課
長

 
群
馬
県

 
 

 
保
健
福
祉
事
務
所
長

 
 
 
 

 
保

健
所

長
 

 
 
 

 
福

祉
事

務
所

長
 

 
 
 

 
市

町
村

長
 

第
１
４
７
条
の
１
９
第
２
項
及
び

 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
減
免

 
自
動
車
税
減
免

 

第
１
４
７
条
の
１
９
第
２
項
又
は

 
（
環
境
性
能
割
及
び
種
別
割
）

 

自
動
車
税
の

 
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

 

を 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
・
自
動
車
税
（
種
別
割
）

 

自
動
車
税

 自
動
車
税
（
種
別
割
）
領
収

 
自
動
車
税
領
収

 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
又
は
自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車

 

税
 

、
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
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減
免
を
受
け
よ
う

と
す
る
額

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

」
に
、 

 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

改
め
る
。 

 

第
百
十
三
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                       

                               

に
、 

、
高
崎
市
の
場
合
は
、
市
保
健
所
長

 
の
場
合
は
市
保
健
所
長
、
高
崎
市
の
場
合
は
担
当
課

 

１
 
こ
の
申
請
書
は
、
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
に
あ
つ
て
は
自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
の
申
告
書
を
提
出
す
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
自
動
車
税
（
種
別
割
）
で
普
通
徴
収

の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
納
期
限
ま
で
に
、
自
動
車
税
（
種
別
割
）

で
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
自
動
車
税
証
紙
に
よ
り
そ
の

税
額
を
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
際
に
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

１
 
こ
の
申
請
書
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
納
期
限
ま

で
に
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
自
動
車
税
証
紙
に
よ
り

そ
の
税
額
を
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
際
に
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

長
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第１１３号の２様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

受 付   

   

自動車税減免申請書 

（身体障害者等の利用に供する自動車） 

（県税条例第１６３条第２項の規定による申請書） 

群馬県知事あて 申請年月日 年   月   日 

申請者 

住 所 

（所 在 地） 
   

フ リ ガ ナ    

氏 名 

（法人の場合は、法

人名及び代表者名） 

    

この申請について応答

す る 担 当 者 の 氏 名 
 

電 話

番 号 
 

         年度の自動車税について、次のとおり減免してください。 

自 動 車 の 登 録 番 号    

減 免 申 請 税 額 年度分       円 普 通 徴 収 ・ 証 紙 徴 収 

身体障

害者等

専用構

造自動

車 

申請車

両を利

用する

身体障

害者等 

住所 申請車両

の運行内

容 

目的 

氏名 使用頻度 

生年月日 目的地の名称・所在地 

電話番号  

申請者との続柄  

添付書類 

１ 売買契約書の写し又は注文書 

２ 構造変更した部分の写真 

３ その他知事が指示する書類 

注 この申請書は、普通徴収の方法により納付するものにあつては納期限までに、証紙徴収の方法により納付する 

ものにあつては自動車税証紙によりその税額を納付することとされている際に、提出してください。 
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減
 

免
 

税
 

額
 

 

自
 
動

 
車

 
税

 
（
環
境
性
能
割
）

 

自
 
動

 
車

 
税

 
（

種
別

割
）
 

 
 
 

 
 

 
 
 
円

 

年
度
分

 
 
 
 

 
 

 
 
 
円

 

 

 

減
免

税
額

 

 

年
度
分

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
円

 

 

 

減
 
免

 
承
 
認

 
税
 
額

 

 

自
 
動

 
車

 
税

 
（
環
境
性
能
割
）

 

自
 
動

 
車

 
税

 
（

種
別

割
）
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
円

 

 
 
 

 
年
度
分

 
 
円

 

 

 普
通
徴
収
・
証
紙
徴
収

 

 

減
免
承
認
税
額

 

 

 
 
 

 
年
度
分

 
 
円

 

 

普
通
徴
収
・
証
紙
徴
収

 

 

減
 
免

 
不
承
認

 
税
 
額

 

 

自
 
動

 
車

 
税

 
（
環
境
性
能
割
）

 

自
 
動

 
車

 
税

 
（

種
別

割
）
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
円

 

 
 
 

 
年
度
分

 
 
円

 

 

 

普
通
徴
収
・
証
紙
徴
収

 

 

減
免
不
承
認
税
額

 

 

 
 
 

 
年
度
分

 
 
円

 

 

普
通
徴
収
・
証
紙
徴
収

 

 

 

第
百
十
三
号
の
三
様
式
を
削
る
。 

第
百
十
四
号
様
式
及
び
第
百
十
四
号
の
二
様
式
中
「 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を

「 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

」
を
削
り
、 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

を 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

第
百
十
四
号
の
三
様
式
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改
め
、

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
削
り
、
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

」
に
、 

「 

  
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
」 

に
改
め
る
。 

第
百
十
四
号
の
四
様
式
及
び
第
百
十
四
号
の
五
様
式
中
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、 

「 

  
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 

第
百
十
五
号
様
式
及
び
第
百
十
五
号
の
二
様
式
中
「 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を

「 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

」
を
削
り
、 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
、
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
五
号
の
三
様
式
及
び
第
百
十
五
号
の
三
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

第
百
十
五
号
の
四
様
式
及
び
第
百
十
七
号
の
二
様
式
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 

」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
七
号
の
二
の
二
様
式
か
ら
第
百
十
七
号
の
七
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

第
百
十
七
号
の
二
十
五
様
式
中
「 

 
 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
八
号
様
式
か
ら
第
百
二
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を

「 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）

 

自
動
車
税

 
第
４
２
条
の
１
６
又
は

 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割

 

及
び
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 

第
４
２
条
の
１
６
又
は

 
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
及
び
種
別
割
）

 
税
 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
免

 
自
動
車
税
減
免

 

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

・
種

別
 

第
４
２
条
の
１
６
又
は

 

能
割
及
び
種
別
割
）

 

自
動
車
税

 

自
動
車
税

 

自
動
車

 

自
動
車
税
（
環
境
性

 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）

 

自
動
車
税

 
第
４
２
条
の
１
６
又
は

 

減
免
税
額
 

 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
円

 

 
 
 

 
年
度
分

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
円

 
 

 

減
免

税
額

 

 

 
 
 

 
年
度
分

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
円

 

 

 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
及
び
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 

第
１
１
５
号
の
３
様
式
及
び
第
１
１
５
号
の
３
の
２
様
式

 
削
除

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車

 

税
 

第
１
１
７
号
の
２
の
２
様
式
か
ら
第
１
１
７
号
の
７
様
式
ま
で

 
削
除
 

第
２
１
条
第
４
項

 
第
２
１
条
第
３
項

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

自
動
車
税

 

割
）
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第１２１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車税納税済印 

   
 

自動車税 

 

 納税済  

 
    年 月 日  

 
群 馬 県 

 

   

   

 ２センチメートル  
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第
百
二
十
二
号
の
三
様
式
及
び
第
百
二
十
二
号
の
五
様
式
か
ら
第
百
二
十
二
号
の
十
一
様
式
ま
で

の
規
定
中
「 

 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
二
号
の
十
二
様
式
及
び
第
百
二
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                     

                            

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車
税
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第１２２号の１２様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自動車税減免申請書の受理印 

15ミリメ ートル 自動車税減免申請済 

  35ミリメートル 
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第１２３号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車税納税済印（納税証明用） 

 

 自動車税  

 納税済  

 有効 
期限 

・  ・ 
 

  群馬県自動車税事務所   

  第  号   

３センチメートル 
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第
百
二
十
三
号
の
二
様
式
、
第
百
二
十
三
号
の
三
様
式
及
び
第
百
二
十
三
号
の
三
の
二
様
式
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
三
号
の
五
様
式
中
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
四
号
様
式
及
び
第
四

十
四
号
の
二
様
式
の
改
正
規
定
は
、
同
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定

に
よ
り
発
せ
ら
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
て
い
る
通
知
書
等
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ

り
発
せ
ら
れ
、
又
は
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

                          

                                    

自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
自
動
車
税

 

第
１
４
７
条
の
１
５
第
１
項

 
第
１
５
０
条
の
３
第
１
項
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